
船舶事故調査報告書 

令和６年７月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（橋脚） 

発生日時 令和５年５月１８日 １２時５６分ごろ 

発生場所 阪神港神戸第２区 

六甲アイランド橋橋梁灯（Ｐ７灯）から真方位２６５°５９０ｍ付 

近 

（概位 北緯３４°４２.１′ 東経１３５°１６.０′） 

事故の概要  ケミカルタンカーACE
エース

 HANA
ハ ナ

は、着岸操船中、橋脚及び岸壁に衝突し

た。 

事故調査の経過 令和５年５月１８日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

ケミカルタンカー ACE HANA（パナマ共和国籍）、１,４１１トン 

９８０５０６３（ＩＭＯ番号）、PEONY MARITIME S.A.（船舶所有会

社）、Hana Marine Co.,Ltd.（船舶管理会社） 

 乗組員等に関する情報 船長（大韓民国籍）、締約国資格受有者承認証（パナマ共和国発給） 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 右舷船尾部ハンドレールに曲損、救命艇に破損 

橋脚 南西角部のコンクリートに擦過傷 

本件岸壁 コンクリート表層に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ５、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

事故現場の西南西約５km に位置する神戸地方気象台における５月 

１８日の風向・風速の観測値は、次のとおりであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事故当時、兵庫県神戸市には風や波に関する警報又は注意報は発

表されていなかった。 

時刻 

（時：分） 

風向・風速（m/s） 

平 均 最大瞬間 

１２：００ 西南西 ５.４ 西南西 ８.５ 

１２：１０ 西南西 ５.２ 南西 ８.２ 

１２：２０ 西南西 ５.７ 西南西 ８.８ 

１２：３０ 西南西 ７.１ 南西 １１.５ 

１２：４０ 南西 ７.２ 南西 １１.９ 

１２：５０ 南西 ８.６ 西南西 １４.４ 

１３：００ 南西 ８.４ 西南西 １４.９ 

 事故の経過 本船は、船長ほか１３人（大韓民国籍２人、インドネシア共和国籍

９人、ミャンマー連邦共和国籍２人）が乗り組み、化学薬品約１,９６４

ｍ３を荷揚げする目的で、六甲アイランド南方沖で錨泊待機した後、

神戸市住吉浜町の貯蔵施設の岸壁（以下「本件岸壁」という。）へ向



かうこととなった。 

 船長は、本件岸壁に着岸操船した経験が何度もあり、錨泊中に確認

した風速が約５～８m/s であったので、タグボートを使用しなくても

本件岸壁に着岸できると思い、これまでと同様に本件岸壁付近の構造

物を避けて本件岸壁に対し大角度で接近して左舷係留することとし

た。 

船長は、１２時００分ごろ抜錨して航行を開始し、六甲アイランド

北方沖を減速しながら東進後、船首を北北東方に向け、岸壁法線に対

して約６０°の進入角で本件岸壁に接近し、１２時４６分ごろ本件岸

壁から約１００ｍのところで右舷錨を投下して着岸操船を開始した。 

船長は、１２時５０分ごろ本件岸壁に船首スプリングラインを渡

し、ヘッドラインを取って本船の船尾を左舷方に振って本件岸壁に寄

せようとしたが、船長が思っていたよりも風が強く、本船は、西南西

（左舷方）からの風を受け、六甲大橋に向けて圧流された。 

船長は、六甲大橋との衝突を回避しようと操船したが、１２時５６

分ごろ本船の右舷船尾部が六甲大橋の橋脚に、また、右舷船首部が本

件岸壁に衝突した。 

船長は、本船が橋脚及び本件岸壁に圧着されて運航不能となったの

で、船舶代理店にタグボートの手配を依頼した。 

船舶代理店担当者は、タグボートを手配するとともに、海上保安庁

に本事故の発生を通報した。 

本船は、来援した２隻のタグボートにより橋脚及び本件岸壁から引

き離された後、本件岸壁に係留された。 

船長は、六甲アイランド北方沖を東進中に風向風速計を確認した

際、錨泊中に確認した風速とあまり変化がなかったので、着岸操船を

始める時も風が強くなっているとは思っていなかった。 

船舶管理会社は、本事故後に調査を行い、本船の風向風速計の計測

器が、船上構造物の陰となり、船尾方からの風に対して実際よりも低

い風速値を示すことを確認し、本事故発生前に本船が六甲アイランド

北方沖を東進中、西南西からの風速値が低く表示されていた可能性を

示した。 

本船は、サイドスラスターを備えていなかった。 

（付図１ 航行経路図、写真１ 本船（本事故発生時） 参照） 

分析 本船は、西南西風が強くなっている状況下、船長が、錨泊中に確認

した風速が約５～８m/s であり、タグボートを使用しなくても着岸で

きると思い、また、本件岸壁付近の係留施設を避けようと岸壁法線に

対して約６０°の進入角で本件岸壁に接近して着岸操船を行ったこと

から、船長が思っていたよりも強い西南西風を受けて操船が困難とな

り、六甲大橋に向けて圧流されて同橋の橋脚及び本件岸壁に衝突した

ものと考えられる。 



船長は、本船の風向風速計の計測器が船上構造物の陰となり、船尾

方からの風に対して実際よりも低い風速値を示していたことから、六

甲アイランド北方を東進していた時、西南西風が強くなっていること

に気付かず、着岸操船を行ったものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、西南西風が強くなっている状況下、船長が、錨

泊中に確認した風速が約５～８m/s であり、タグボートを使用しなく

ても着岸できると思い、風が強くなっていることに気付かず岸壁法線

に対して約６０°の進入角で本件岸壁に接近して着岸操船を行ったた

め、六甲大橋に向けて圧流されて同橋の橋脚及び本件岸壁に衝突した

ものと考えられる。 

再発防止策 本船の船舶管理会社は、本事故後、管理する全乗組員に対して、本

事故の発生状況、及び本件岸壁に着岸する時には風速８m/s 未満で

あってもタグボート１隻を使用するよう周知した。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船舶所有者は、風向風速計が正しく動作するよう、計測器を船上

構造物の影響による風の乱れや風速の増減速が少ない場所に設置

すること。また、やむを得ず風向風速計の表示に特有の傾向等が

反映される場合には、その内容を乗組員に周知すること。 

・サイドスラスターを装備していない船舶の船長は、操船水域に余

裕のない岸壁に着岸操船する際、強風等により自船が付近構造物

等へ圧流されるおそれがある場合には、あらかじめタグボートを

配備させることが望ましい。特に有害危険物質を積載している船

舶は、着岸失敗により船体が大きく損傷した場合、二次災害が発

生することから、タグボートを躊躇
ちゅうちょ

することなく使用するこ

と。 



付図１ 航行経路図 
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住吉浜町 

事故発生場所 

（令和５年５月１８日 

１２時５６分ごろ発生） 

六甲アイランド橋橋梁灯（Ｐ７灯） 

兵庫県神戸市 

貯蔵施設 ★ 

六甲アイランド 



写真１ 本船（本事故発生時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（海上保安庁提供） 

 


